
高齢者や障害者の外出支援（タクシー代助成） 
（２０１４年愛知自治体キャラバンまとめ） 

 

※実施は４９市町村（９０．７％） 

※未実施は、瀬戸市、あま市、大治町、設楽町、豊根村 

※ゴチックは新規で、津島市、みよし市、長久手市 

 

市町村名 
実
施 

内容 2013年度の

助成実績 高齢者 障がい者 要介護認定者 

合計 49 ― ― ― ― 

1 名古屋市 ○ 

助成なし ・福祉タクシー利用券：身体

障害者手帳1・2級、愛護手

帳1・2度、身体障害者手帳

3級かつ愛護手帳3度、精神

障害者保健福祉手帳1級の

人に、一乗車740円を上限

として実際にかかった金額

を助成。月8枚・年96枚を上

限に交付。人工透析で週3

回以上の通院の場合は、月

10枚・年120枚。 

・リフト付タクシー利用券：身

体障害者手帳1・2級所持者

のうち、外出時に車いす・ス

トレッチャーを使用する方

に、1乗車2,200円を上限と

して実際にかかった金額。

月8枚・年96枚を上限に交

付。人工透析で週3回以上

の通院の場合は、月10枚・

年120枚。※障害者福祉特

別乗車券との選択制 

助成なし 540,323,757円 

2 豊橋市 ○ 

・７０歳から７９歳：２千円の

電車・バス回数乗車券とタク

シー乗車券の選択 

・８０歳以上：４千円の電車・

バス回数乗車券とタクシー

乗車券との選択（各券半額

での組合せも可） 

・身体障害者手帳・療育手

帳・精神障害者保健福祉手

帳を持つ６歳以上７０歳未

満の方へ：電車・バス回数

乗車券またはタクシー料金

助成券２千円分を配布。 

・身体障害者手帳1～3級

（下肢・体幹・視覚・内部障

害）、療育手帳Ａ～Ｂ判定、

精神障害者保健福祉手帳1

～2級の交付を受けている

方で自動車税・軽自動車税

の減免措置を受けていない

方へ：上記に加え、タクシー

料金助成券１万５千円分

を、そのうち車いす利用者

には、さらに介護券２千４百

円分を配布。 

 高齢者 

52,993,500円 

障害者 

45,395,400円 

3 岡崎市 ○ 

なし 身体障がい者手帳1級～3

級・療育手帳A、B判定・精

神手帳1、2級で自動車税の

減免を受けていない者に

18,000円のタクシー券を交

付（身体障がい者1・2級で

下肢・体幹・視覚障がいの

者には24,000円） 

なし 43,610,200円 

4 一宮市 ○ 
90歳以上 身体障がい者手帳３級以

上、療育手帳Ｂ以上、精神

手帳２級以上 

実施していない 49,814,200円 



市町村名 
実
施 

内容 2013年度の

助成実績 高齢者 障がい者 要介護認定者 

5 瀬戸市 ×     

6 半田市 ○ 

６５歳以上で次の基準を満

たす方・市民税非課税世帯

の方・介護老人福祉施設及

び有料老人ホームに入居し

ていない方・介護保険の認

定を受けた方で、障がい高

齢者の日常生活自立度が

Ａランク以上の方及び認知

症高齢者の日常生活自立

度がⅡ以上の方。 

※初乗り運賃の９割相当を

助成するタクシー券を交

付（年２４枚）。要介護認

定４・５の方は、使用後に

追加交付可（さらに年２４

枚） 

身体１・２級、療育Ａ、精神１

級の方。 

※初乗り運賃の９割相当を

助成するタクシー券を交

付（年２４枚）。身体１・２

級の方で市民税非課税

世帯の方は、使用後に追

加交付可（さらに年２４

枚） 

左記、高齢者が対象。 486人 

7 春日井市 ○ 

実施していない 身体１～３級、療育Ａ・Ｂ、精

神１・２級の方に1枚630円

分の利用券を月6枚 

身体障がい者手帳１・２級

（下肢機能障がいまたは体

幹機能障がいに限る）に月

４枚（1枚1,250円分）のリフト

付タクシー利用券を助成 

実施していない タクシー 

34,666,000円 

リフト付タクシー 

1,712,000円 

8 豊川市 ○ 

 １ 豊川市福祉タクシー料

金助成事業 

対象：身体障害者手帳１・２

級（身体障害者手帳の視

覚・下肢・体幹の場合は１～

３級）、療育手帳A判定また

はB判定、精神手帳１・２級 

助成内容：初乗料金分を助

成（タクシー利用１回につき

１枚使用可能、年間２０枚配

布） 

２ 豊川市重度障害者用福

祉タクシー料金助成事業 

対象：身体障害者手帳１ま

たは２級かつ療育手帳A判

定で、ストレッチャーを使用

しなければ外出が困難な方 

助成内容：年間６０枚（６０，

０００円分）配布（タクシー利

用１回あたりの使用枚数の

制限なし） 

 福祉タクシー 

5,724,780円 

重度障害者用

福祉タクシー 

366,020円 

9 津島市 ○ 

なし 身体１～３級、療育Ａ・Ｂ、精

神１・２級、戦傷病者手帳特

別項症～第5項症 の方、タ

クシー利用1回につき500円

以内を助成(年24枚) 

なし 3,635,010円 

10 碧南市 ○ 

なし 身体障害者手帳１～３級、

療育手帳Ａ・Ｂ判定、精神

障害者保健福祉手帳１、２

級の方 

なし 4,833枚 



市町村名 
実
施 

内容 2013年度の

助成実績 高齢者 障がい者 要介護認定者 

11 刈谷市 ○ 

※要介護認定者欄に記載 ・福祉タクシー対象者：市内

在住の身体障害者手帳1～

3級所持者、療育手帳A・B

判定所持者、精神保健福

祉手帳1・2級所持者のう

ち、自動車税、軽自動車税

の減免を受けていない人助

成内容：一般タクシー430円

～700円、福祉タクシー小型

2,310円～ 2,930円、中型

2,680円～ 3,240円、大型

2,980円～3,900円を上限と

した利用券を1ヶ月につき3

枚 

・高齢者タクシー対 象 者：

要支援2又は要介護1以上

で、市民税非課税世帯に属

する65歳以上の在宅の人

助成内容：当該タクシーの

初乗運賃（最大700円）を上

限とした利用券を１か月に

つき３枚・介護タクシー対 

象 者：要介護1以上で、特

殊車両（車いす昇降機・寝

台付き車両）の必要な65歳

以上の在宅の人助成内容：

定額（車種・地域ごと）の利

用券を１か月につき３枚 

福祉タ ク シー

1,580人 

高齢者タクシー 

164人 

介護タクシー 

251人 

12 豊田市 ○ 

介護保険の認定を受けてい

る65歳以上の方で単身世

帯又は世帯の構成者が次

のいずれかに該当する方の

みである在宅の方。16,000

円相当/年(1乗車あたり乗

車料金の半額まで )。介護

保険の認定を受けている

方、障がい者タクシー料金

助成の対象者、満18歳未満

の方。 

市内に居住し、次に該当す

る者。1乗車あたり乗車料金

の半額まで。身体１・２級、

療育Ａ判定、精神１級は

16,000円相当/年、身体3

級、療育Ｂ、精神 2級は

12,000円相当/年、下肢4

級、視覚４～6級は4,000円

相当/年。 

高齢者に同じ 高齢者 

10,174,824円 

障がい者 

42,943,700円 

13 安城市 ○ 

 ・障害者手帳の身体1～3

級、療育A・B、精神1・2級の

方が対象 

・初乗り料金相当額を助成

（１か月あたり３枚の利用券

を交付） 

要介護１以上の人（障害者

福祉タクシーを利用してい

る人及び自動車税等減免

を受けている人を除く。）

が、医療機関や介護保険施

設等へ通院、通所をすると

きに、車椅子用昇降機やス

トレッチャー用昇降機を装

備した福祉タクシーを利用

すると料金の一部を助成し

ている。タクシー料金と助成

額との差額は本人の負担。 

 

14 西尾市 ○ 
車を所有していない、75歳

以上のひとり暮らし 

  認定要件なし 2014年 7月より

実施 

15 蒲郡市 ○ 

70歳以上の人が市内で利

用する場合、3割（タクシー

会社1割、市2割）負担の助

成。１回1,000円、年間100

回が限度。 

身体1～3級、療育手帳A・

B、精神1～2級所持者。初

乗・迎車料金を助成（24回

分） 

なし 高齢者 

14,524,370円 

16 犬山市 ○ 

85歳以上高齢者 身体障害１，２級、療育A、

精神１級の手帳所持者 

 高齢者 

13,582,650円 

障害者 

2,601,060円 

17 常滑市 ○ 

 身体１・２・３級（視覚、下

肢、体幹）、療育Ａ、精神１

級の手帳所持。年24回基本

料金について助成。 

 障害者 

1757回 

18 江南市 ○ 

８５歳以上の方に基本料金

を補助するチケット４７枚を

交付。 

身体１.2級または下肢・体

幹3級、療育Ａ判定、精神１

２級の方などに基本料金を

助成ずつ48枚つづりを1冊

交付。 

 高齢者 

950人 

障がい者 

823人 



市町村名 
実
施 

内容 2013年度の

助成実績 高齢者 障がい者 要介護認定者 

19 小牧市 ○ 

― 身体１～３級、療育Ａ・Ｂ、精

神１・２級の方に、タクシー

券（基本料金分）を年間48

枚補助 

小牧市に住所がありかつ居

住する要介護3以上で居宅

と医療機関又は在宅福祉

サービス等の実施場所まで

の移動をリフト車もしくは寝

台装着車により行った場合

に１時間又は20kmを上限に

利用料の1割分、1時間又は

20キロを超える部分は自己

負担となる。 

 

20 稲沢市 ○ 対象外  対象外  

21 新城市 ○ 

80歳以上独居、70歳以上の

みの世帯で80歳以上※自

家用車なし1回の乗車700

円助成券使用、年間24枚ま

で 

身体障害者1～３級、療育

手帳Ａ・Ｂ判定、精神障害１

～２級、1回の乗車700円助

成券使用、年間24回（人口

透析４８回）まで 

要介護４、５で自力歩行不

可、ストレッチャー又は車い

す使用1回の乗車1,250円

助成券使用、年間24枚まで 

高 齢 者 321 人 

障がい者119人 

認定者38人 

22 東海市 ○ 

 福祉タクシー: 身体障がい

１・２級、又は３級で視覚、下

肢、体幹機能障害のある

方、療育手帳交付の方に年

間24枚の助成券を交付（利

用1回に付初乗り料金分） 

リフト付き福祉タクシー：車

椅子、リフト付福祉タクシー

を利用することが適当と認

められる方、介護認定３～５

の方に年間24枚の助成券

を交付（利用1回に付初乗り

料金分） 

要介護3以上の65歳以上の

方。年間24枚の助成券を交

付（利用1回につき初乗り料

金分） 

障がい者福祉 

6,742件 

リフト付 

1,360件 

要介護 

1,600件 

23 大府市 ○ 

  要介護3・4・5の方にリフト付

福祉タクシー助成券を交

付。月に２枚（年間24枚、１

回当たり3,670円。） 

高齢者 （認定

者 ） 974 件

3,502,730円 

24 知多市 ○ 
満７５歳以上で要介護認定

を受けている方 

身体、知的、精神の各障害

者手帳所持者 

満７５歳以上で要介護認定

を受けている方 

3,774枚 

25 知立市 ○ 

未実施 【対象者】市内在住で、身体

障害者手帳1級から3級の

方、療育手帳A判定又はB

判定の方、精神障害者保健

福祉手帳1級又は2級の方

であって、自動車税の減免

を受けていない方 

【助成内容】初乗運賃（基本

料金）の9割を補助する券を

1年度に最大36枚交付する

もの 

要介護認定４・５の方がリフ

ト付タクシー等を利用する

場合、一年度につき36回、

一回の利用につき、3,000

円 を助成 

障がい者交付

人数521人 

要介護認定者

84人 （実利用

数） 

26 尾張旭市 ○ 
８０歳以上に５００円のタクシ

ー料金助成券２４枚/年。 

  29,666枚 

14,828,350円 

27 高浜市 ○ 
無 身体1～3級 療育Ａ・Ｂ 精

神1～2級 基本料金とお迎

え料金 

無 1,984,610円 

28 岩倉市 ○ 

市内在住の85歳以上 （対象者）①身体障害者手

帳１・２級の人、②身体障害

者手帳の内容に下肢、体幹

または視覚の３級が記載さ

れている人、③療育手帳Ａ

判定の人、④精神障害者保

健福祉手帳１級 

（助成内容）基本料金と送

迎料金を月３回助成 

在宅で要介護4.5 高齢者 

4,563,480円 

 

リフトタクシー 

220,529円 

29 豊明市 ○   非課税世帯 136人 



市町村名 
実
施 

内容 2013年度の

助成実績 高齢者 障がい者 要介護認定者 

30 日進市 ○ 
実施していない 身体１～3級、療育Ａ・Ｂ、精

神1・2級の方に１乗車820円

まで、４８枚交付 

  

31 田原市 ○ 

７０歳以上：５００円券を１２

枚 

1・2級の下肢・体幹・視覚障

がい者及び1級の内部障が

い者、Ａ判定の知的障がい

者、1・2級の精神障がい者

の方に５００円券１２枚を２回 

 高齢者 

3,128人 

障がい者 

172人 

32 愛西市 ○ 

６５歳以上のひとり暮らし高

齢者又は高齢者のみ世帯

を対象にタクシー初乗り運

賃（運賃基本料金）及び送

迎回送料金を助成する。

（年間２４枚） 

身体１級から３級までの方、

療育Ａ又はＢ、精神障害者

保健福祉手帳の交付を受

けている方を対象にタクシ

ー初乗り運賃（運賃基本料

金）及び送迎回送料金を助

成する。（年間２４枚） 

 高齢者: 

交付枚数 

33,264人 

利用枚数 

13,205枚 

利用率39.7% 

障がい者: 

交付枚数 

19,440人 

利用枚数 

6,429枚 

利用率33.1% 

33 清須市 ○ 
 身体1～3級、療育Ａ・Ｂ、精

神1・2級 

  

34 北名古屋市 ○ 

要件：当該年度末までに８５

歳に到達する高齢者（施設

入所を除く）内容：タクシー

券12枚（１枚あたり500円）を

支給する。 

  高齢者 

2,687,000円 

35 弥富市 ○ 

 ●心身障害者福祉タクシー

料金助成事業● 

【対象者】身体障がい者手

帳1級～３級の方、療育手

帳Ａ・Ｂ判定の方、精神障が

い者保健福祉手帳１・２級

の方 

※施設入所されている方、

自動車税または軽自動車

税の減免を受けている方に

は交付できません。 

【交付枚数】年間４８枚 

【助成額等】（利用可能枚

数）一般タクシー：１回の乗

車につき、２枚まで。リフト付

タクシー：１回の乗車につ

き、１枚 

（助成額）一般タクシー：１枚

目、基本料金（障がい者割

引分を控除した額）及び迎

車回送料金。２枚目、基本

料金（障がい者割引分を控

除した額）相当分まで。リフ

ト付タクシー：車椅子1,500

円、ストレッチャー2,000円 

【弥富市高齢者等福祉タク

シー料金助成事業】 

（対象者） 

市内に住所を有する在宅の

方で、介護保険法による要

介護認定又は要支援認定

を受けた方 

（助成内容） 

チケット（利用券）交付方式 

（利用券の交付枚数） 

利用券の交付枚数は、年間

24枚 

（助成金の額） 

利用券による助成金の額

は、基本料金及び迎車回

送料金に相当する額とす

る。 

障がい者 

9,385枚 

(6,277,005円) 

 

認定者 

6,187枚 

(4,206,170円) 

36 みよし市 ○ 未実施  未実施  

37 あま市 ×     

38 長久手市 ○ 

 身体１～３級、（３級は下肢・

体幹のみ）、療育A・B、精神

１～２級の方にタクシー料金

を６５０円助成できる助成券

を最大５２枚公布 

 3,332,000円 

（旧制度での実

績） 



市町村名 
実
施 

内容 2013年度の

助成実績 高齢者 障がい者 要介護認定者 

39 東郷町 ○ 

７５歳以上のひとり暮らしの

方又は７５歳以上のみの世

帯の方のうち、自家用車な

どの交通手段がなく、隣地

等に自家用車を持つ親族

がいない方で市町村民税

非課税世帯に属する方を対

象に、タクシー料金助成利

用券（１回の利用限度額５０

０円）を年間２４枚まで交

付。 

身体障害１～３級、知的障

害Ａ、Ｂ判定及び精神障害

１、２級の方を対象に、タク

シー料金助成利用券（１回

の利用限度額５００円）を年

間３６枚（１２枚綴りを1人３冊

まで。）交付。 

寝たきり等の高齢者に対し

て介護タクシーで自宅から

介護保険施設または医療

施設の送迎を行う。助成金

額は、迎車料及び運賃の９

割（運賃が１，０００円未満の

場合は運賃から１００円を減

じた額。） 

高齢者：124冊、

助 成 額 は

880,370円 

障がい者： 741

冊、助成額は

1,878,100円 

要介護認定者：

2名が計44回利

用、助成額は

102,490円 

40 豊山町 ○ 
  要介護認定者を対象に基

本料金を補助（月2枚まで） 

利用者数69人 

667枚使用 

41 大口町 ○ 

80歳以上で非課税者、初乗

り料金を助成するチケット24

枚つづりを2冊まで交付 

障がい部位が視覚・聴覚・

肝臓機能、呼吸器・腎臓機

能・下肢・体幹・移動機能1

～2級、療育A、特定疾患医

療受給者票保持者、かつ前

年度の町県民税の所得が

200万円未満 

75歳以上の認定者で非課

税者、初乗り料金を助成す

るチケット24枚つづりを2冊

まで交付 

高齢者・認定者

523冊 

6,612回 

42 扶桑町 ○ 

・１年間のタクシー利用回数

が３６回を超えない範囲に

おいて、１回の利用につい

て基本料金に相当する額を

助成する。 

・満８０歳以上の者で介護

保険法の要介護者及び要

支援者に該当すると認めら

れた者は、１度に限りさらに

利用回数が２４回を超えな

い範囲で助成する。 

（対象者） 

・身体障害者手帳の交付を

受けている者で、障害程度

が1級から4級の者 

・療育手帳の交付を受けて

いる者で、その障害程度が

Ａ又はＢの者 

・精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている者で、１

級又は２級の者 

（助成内容） 

・１年間のタクシー利用回数

が３６回を超えない範囲に

おいて、１回の利用につい

て基本料金に相当する額を

助成する。 

・身体障害者手帳の交付を

受けている者で、障害程度

が1級から4級の者のうち、

下肢障害、体幹障害及び

視覚障害を有する者は、１

度に限りさらに利用回数が

２４回を超えない範囲で助

成する。 

（対象者） 

満４０歳から満８０歳未満の

者で介護保険法の要介護

者及び要支援者に該当す

ると認められた者。 

（助成内容） 

１年間のタクシー利用回数

が３６回を超えない範囲に

おいて、１回の利用につい

て基本料金に相当する額を

助成する。 

25,527回 

43 大治町 ×     

44 蟹江町 ○ 

無 身体障害者手帳１・２・３級

又は療育手帳Ａ・Ｂ  基本

料金及び迎車回送を利用

した場合の料金２００円（福

祉車両も含め上限額７５０

円） 

無 発行件数 

439件 

利用枚数 

5,397枚 

助成金額 

3,340,780円 

45 飛島村 ○ 

独居、高齢者のみ世帯の高

齢者 年間３６枚の利用券

を発行し乗車１回につき１

枚の利用。利用上限は

1,500円（迎車料金は別途

助成）リフト付きタクシーの

場合は初乗り運賃額を助成

する。 

身体1～3級、療育Ａ・Ｂ、精

神1・2級  ※助成内容は

高齢者と同じ 

要介護・要支援認定者。  

※助成内容は高齢者と同じ 

高齢者（認定者

含む） 

1,520,000円 

障害者 

796,000円 



市町村名 
実
施 

内容 2013年度の

助成実績 高齢者 障がい者 要介護認定者 

46 阿久比町 ○ 

70歳以上の高齢者へ初乗り

料金を助成。助成券は年間

30枚。 

身体1.2級。療育A・B。精神

1.2級。初乗り料金、助成券

年間30枚。 

  高齢者2,066人 

15,996,420円 

障がい者164人 

709,130円 

47 東浦町 ○ 
なし 身体1.2級。療育A・B判定

対象 

要介護３以上高齢者。リフト

付きタクシー(３,６４０円)２４

枚/年。 

認定者96人 

2,902,490円 

48 南知多町 ○ 
  重度の身体・知的・精神障

害者の方に基本料金補助

券を年間24枚交付 

  交付数120人 

49 美浜町 ○ 

運転免許証を持っていない

７０歳以上の方 

身体１・２級、療育A、精神１

級の方 

なし 高齢者 

延べ1,377回 

障がい者 

延べ683回 

50 武豊町 ○ 

なし 身障手帳1～2級、療育手

帳A・B、精神障害福祉保健

福祉手帳1・2級所持者に基

本料金を助成 

なし 1,300,725円 

51 幸田町 ○ 
なし 身障3級以上  療育B判定

以上 精神2級以上 

なし  

52 設楽町 ※ 記入なし      

53 東栄町 ○ 

 身体障害者手帳１～３級 要介護認定１～５ 申請者110人 

タクシー券 732

枚 

助成額 

2,136,860円 

54 豊根村 ※ 記入なし    

 


